
   津市被災者生活再建支援金交付要綱 

 

                    平成２４年１月１３日訓第１号 

                             

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、平成２３年９月２日からの台風１２号に伴う大雨等の災

害（以下「台風１２号災害」という。）による被災者に対し、その生活の再

建に資するため、支援金を交付することに関し必要な事項を定めるものとす

る。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 ⑴ 住宅 災害の被害認定基準について（平成１３年６月２８日付け府政防 

  第５１８号内閣府政策統括官（防災担当）通知。以下「認定基準」という。） 

に規定する住家をいう。 

 ⑵ 全壊 認定基準に規定する住家全壊をいう。 

 ⑶ 解体 住宅が半壊し、又は住宅の敷地に被害が生じたこと等により、住 

宅を解体し、又は解体するに至ったものをいう。 

  ⑷ 大規模半壊 住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模 

な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なものをいう。 

⑸ 半壊 認定基準に規定する住家半壊をいう。 

  ⑹ 床上浸水 住宅の床より上に浸水したもの及び全壊、解体又は半壊（大 

    規模半壊を含む。）には該当しないが、土砂又は竹木のたい積により一時 

的に居住することができないものをいう。 

 （名称） 

第３条 第１条の支援金は、「被災者生活再建支援金」（以下「支援金」とい

う。）と称する。 

 （交付の対象） 

第４条 支援金は、台風１２号災害発生時において本市の区域内に生活の本拠

として居住していた世帯のうち、台風１２号災害によって生活の本拠として

日常的に居住していた住宅が全壊、解体、半壊（大規模半壊を含む。）又は

床上浸水の被害を受けた世帯の世帯主に対して、これを交付するものとする。 

 （支援金の額） 



第５条 支援金は、別表に掲げる額を交付するものとする。 

 （支援金の交付申請） 

第６条 支援金の交付の申請をしようとする者は、津市被災者生活再建支援金

交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなけれ

ばならない。 

  ⑴ り災証明書 

  ⑵ 住民票（外国人にあっては、外国人登録原票記載事項証明書）又はこれ

に代わる書面 

  ⑶ その他市長が必要と認める書類 

 （支援金の交付申請期限） 

第７条 前条の申請は、基礎支援金については平成２４年１０月１日までに、

加算支援金については平成２６年１０月１日までに行わなければならない。

ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。 

 （支援金の交付決定） 

第８条 市長は、第６条に規定する支援金の交付の申請があったときは、当該

申請に係る書類等を審査し、支援金を交付すべきと認めたときは、速やかに

支援金の交付額を決定するとともに、津市被災者生活再建支援金交付決定通

知書（第２号様式）を当該申請者に通知し、支援金を交付するものとする。 

 （決定の取消し） 

第９条 市長は、支援金の交付の対象となる者が次の各号のいずれかに該当す

るときは、前条の規定による支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すこ

とができる。 

 ⑴ 虚偽の申請をし、支援金の交付を受けたとき。 

 ⑵ その他この要綱の規定に違反し、支援金の交付を受けたとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、津市被災者生

活再建支援金交付決定取消通知書（第３号様式）により速やかに支援金の交

付を受けた者に通知するものとする。 

 （支援金の返還） 

第１０条 市長は、前条第１項の規定により支援金の交付の決定を取り消した

場合において、既に当該取消しに係る部分の支援金が交付されているときは、

当該取消しの決定がされてから２０日以内の期限を定めて津市被災者生活再

建支援金返還命令書（第４号様式）により、その返還を命ずるものとする。 

 （委任） 



第１１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

      附 則 

 この訓は、平成２４年１月１６日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表（第５条関係） 

              交付額一覧 

                              単位 万円 

区  分  住宅被害世帯  基礎支援金    加算支援金    計  

複数世帯  全壊世帯  

（解体を含む。） 

１００  

建設・購入  ２００ ３００  

補 修   １００ ２００  

賃 借    ５０ １５０  

大規模半壊世帯  ５０  

建設・購入 ２００  ２５０  

補 修   １００ １５０  

賃 借    ５０ １００  

半壊世帯  ３５     －  ３５  

床上浸水世帯  ２５     －  ２５  

単数世帯  全壊世帯  

（解体を含む。） 

７５  

建設・購入  １５０ ２２５  

補 修    ７５ １５０  

賃 借   ３７．５ １１２．５  

大規模半壊世帯  ３７．５  

建設・購入  １５０ １８７．５  

補 修    ７５ １１２．５  

賃 借   ３７．５ ７５  

半壊世帯  ２６．２５     －  ２６ . ２５ 

床上浸水世帯  １８．７５     －  １８．７５  

〔備考〕 

１ 基礎支援金とは、住宅の被害程度に応じて支給する支援金で、該当する住 

宅の被害程度に応じて、いずれか１つとする。 

２ 加算支援金とは、住宅の再建方法に応じて支給する支援金で、２以上に該 

当する場合は、最も高いものとする。 

３ 賃借とは、公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）第２条第２号に規定 

する公営住宅に入居した場合を除く。 
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